
 
 

第 42回サステナビリティ基準委員会 
資料番号  

日付 2024年 10月 30日 

  
 

プロジェクト 
 

項目 本日の審議事項 
 

 

1/2 

Ⅰ． 本資料の目的 

1. 本資料は、本日のサステナビリティ基準委員会においてご審議いただきたい事項をご説

明することを目的としている。 

Ⅱ． サステナビリティ関連情報のアップデート 

サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 

2. 2024 年 10 月 10 日に、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関す

るワーキング・グループ」（第 4回）が開催され、サステナビリティ開示基準の導入にお

ける論点及びサステナビリティ保証制度等について議論が行われた。 

3. 本日の委員会では、同ワーキング・グループにおける議論の概要について、金融庁よりご

報告いただくことを予定している。 

Ⅲ． IFRS S1号及び IFRS S2号に相当する基準の開発 

これまでの経緯 

4. 当委員会は、第 7回サステナビリティ基準委員会（2023年 1月 18日開催）において、国

際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB」という。）の IFRS S1号「サステナビリテ

ィ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」に相当する基準（日本版 S1基準）及び

IFRS S2号「気候関連開示」に相当する基準（日本版 S2基準）の開発を審議テーマとす

ることを決定した。 

5. 当委員会は、2024年 3月 29日に、次の公開草案（以下あわせて「本公開草案」という。）

を公表した。 

(1) サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適

用（案）」 

(2) サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第 1号「一般開示基準（案）」 

(3) サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第 2号「気候関連開示基準（案）」 
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6. 本公開草案のコメント期間は 2024 年 7 月 31 日までであり、本公開草案に対して 100 通

を超えるコメントが寄せられた。 

本日の審議事項 

7. 本日の委員会では、次の論点についてご審議いただきたい。 

(1) 気候基準案第 51項に関する検討（審議事項 A2-1） 

(2) 地球温暖化係数に関する取扱い（審議事項 A2-2） 

(3) 気候基準案第 53項及び第 54項に関する検討（審議事項 A2-3） 

(4) 気候基準案第 52項及び第 64項に関する検討（審議事項 A2-4） 

(5) つながりのある情報と後発事象（審議事項 A1-2） 

(6) コメント対応表（質問 11）（審議事項 A1-3） 

8. 前回の委員会で聞かれた意見については、審議事項 A1-1においてお示ししている。 

Ⅳ． 2024 年 10 月サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム

（SSAF）の報告（速報） 

9. ISSBの諮問機関である、サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（以下「SSAF」

という。）会議が、2024年 10月 21日及び 22日にビデオ会議にて開催され、当委員会も

SSAFメンバーとして同会議に参加した。 

10. 本日の委員会では、2024年 10月 SSAF会議の概要について、速報ベースでご報告したい。 

 

以 上 


